
一般社団法人日本私立看護系大学協会委員会規程 

（目的） 

第１条 一般社団法人日本私立看護系大学協会（以下「本法人」という。）定款第４条に

定める事業活動を推進するため、各事業に定款第59条に規定する委員会を設置し、その

構成及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（会務）   

第２条 委員会は各事業を円滑に遂行するため、以下の会務を行う。 

（１）大学教育委員会

①教育内容（カリキュラム）、方法、評価の調査研究

②教員組織、教員の質・能力向上、教育能力・施設設備の調査研究

③教育に関するセミナー、ワークショップ等の実施

（２）研究活動委員会

①教員による研究費獲得の向上、学術研究の推進に関わる活動

②研究助成と研究ネットワークづくり

③研究に関するセミナー、研修会等の実施

（３）国際交流委員会

①看護における教育、学術及び文化の国際交流を通して、将来国際的に関連機関との

連携協力及び援助に繋がるための方策の調査研究

②看護界の動静と看護学教育の国際交流の現状と将来についての講演会等の実施

（４）大学運営・経営委員会

①私立看護系大学の振興に必要な国、地方公共団体又は民間からの補助金、寄付金、

その他の支援が可能になるような実態調査・分析

②大学運営・経営の向上に繋がる事業を展開するための方策の調査

（５）渉外委員会

①本法人の発展のため外部の組織に働きかけ、看護教育並びに看護専門職としての充

実・発展に必要な国の制度や法令、文教行政や予算、高大連携についての確かな情

報収集と分析・整理

②文部科学省、厚生労働省関係、日本学術会議をはじめ、日本看護系大学協議会、日

本私立大学協会、日本私立学校振興・共済事業団、中央教育審議会、大学設置･学校

法人審議会等諸機関の活動状況の把握をし、必要な提携･協力及び支援活動を企画・

実施

③啓発活動のためのセミナーの実施

（６）広報委員会

①本法人の目的の達成に寄与するため会報・その他刊行物の発行

②会員校への情報伝達及び会員校間の情報交換

③本法人の活動の外部へのPRのためホームページの企画運営

（７）将来構想検討委員会

①本法人の役割と機能の強化に向け、私立大学としての課題と看護学教育及び看護学

研究の具体的な課題の明確化と今後の方向性について具体的方策の提案
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（８）地区活動委員会 

  ①地区活動を通じたネットワークづくりにより、私立看護系大学の協働体制を進め、

安定した看護学教育の推進 

②私立看護系大学が共有する課題に協働して取り組む活動への助成事業の実施 

③看護学の発展を担う人材を確保する活動のための助成事業の実施 

（委員） 

第３条 委員は、当該事業担当理事により推薦された会員校教職員又は学識経験者を委員

として会長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、定時社員総会の日から翌年の定時社員総会の日までとする。ただし、

再任を妨げない。 

３ 委員は、原則として無報酬とする。 

４ 委員の氏名は、原則として公開する。 

（委員長） 

第４条 各委員会には、委員長１名を置くこととし、当該事業担当理事より選任する。 

２ 委員長は、必要と認めたときは、委員の中から副委員長を指名することができる。 

３ 委員長は、会議の議長となり、会務を総括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務

を代行する。 

（会議） 

第５条 各委員会の会議は、必要に応じ、委員長が随時招集する。 

２ 各委員会の議事のうち、本法人の提言又は要望の案をとりまとめるときは、出席した

委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の裁決するところによる。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、会議の招集を行わず、書面又は電磁的方法を

もって委員の意見を求めることにより、各委員会の決議に代えることができる。この場

合においては、委員長はその結果について、各委員に報告しなければならない。 

４ 委員長は、適当と認める者に対して、参考人として各委員会の会議への出席を求め、

資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 

（提言又は要望の案の取扱い） 

第６条 前条第２項により本法人の提言又は、要望の案が会長に提出されたときは、理事

会の承認を得た上で本法人の提言又は要望として関係方面に提出するなどの活動を行

う。 

２ 理事会において前項の審議を行う場合、各委員会の原案を極力尊重するものとし、承

認しない場合はその理由を当該委員会委員長に通知しなければならない。この場合、委

員長は当該委員会委員に報告するものとする。 

３ 第１項にかかわらず、提言又は要望が緊急を要するときは、理事会の事前承認手続き

を省略して、会長は本法人の提言又は要望として関係方面に提出するなどの活動を行う

ことができる。この場合、会長は当該活動直後の理事会に報告しなければならない。 

４ 委員長は、第１項及び第３項の活動について、その経過又は結果を当該委員会におい

て報告しなければならない。 

（議事録） 
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第７条 各委員会の審議については、その経過及び結果の概要を記録した議事録を作成す

る。また、各委員会議事録を事務局に提出する。 

（分科会） 

第８条 各委員会は、必要に応じて分科会を設け、特定事項について審議し作業すること

ができる。 

２ 分科会の委員は、各委員会で選出する。 

３ 分科会には、委員長を１名置くこととし、分科会の委員の互選により選出する。 

４ 分科会の招集、議決その他の会議の運営は、第５条に準じる。 

（その他理事会が必要と認めた委員会） 

第９条 定款第59条に規定する委員会が設置される場合、この規程の全部又は一部を適用

するか、若しくは別にその委員会のみに適用される規程を設けるかを検討し、理事会の

承認を得るものとする。 

（改廃） 

第10条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。 

 

附 則 

この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成29年10月２日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成29年11月23日から施行する。 

附 則 

  この規程は、2019（平成31）年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、2021年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、2023年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、2024年４月１日から施行する。 
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